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在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
に
配
置
さ
れ
所
在
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
日
本
画
に
係
る
外
務
省
の
調
査
に
関
す

る
質
問
主
意
書

外
務
省
が
一
九
九
二
年
に
購
入
し
、
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
に
配
置
さ
れ
た
後
に

所
在
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
日
本
画
「
潮
の
舞
」
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
、
「
潮
の
舞
」
の
消
息
を
調
べ
る
べ
く
調

査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
大
使
館
」
と
し
て
、
「
潮
の
舞
」
の
消
息
に
つ
い
て
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
当
局
に
も
協
力
を
要
請

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
右
と
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
七
一
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す

る
。

一

昨
年
八
月
三
十
日
に
執
行
さ
れ
た
第
四
十
五
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
い
て
政
権
交
代
が
実
現
し
、
民
主
党
を
中
心
と

す
る
連
立
政
権
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
が
発
足
し
た
。
政
権
交
代
実
現
後
、
「
潮
の
舞
」
の
消
息
に
つ
い
て
、
外
務
省
に
お
い

て
ど
の
様
な
調
査
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
権
交
代
実
現
後
、
「
潮
の
舞
」
の
消
息
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
情
報
は
得
ら
れ
て
い
る
か
。

三

「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
『
公
電
で
の
報
告
』
以
降
、
新
た
な
報
告
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
」
と
、
「
潮
の

舞
」
の
所
在
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
昨
年
五
月
二
十
一
日
に
「
大
使
館
」
よ
り
公
電
で
の
報
告
が
な
さ
れ
て
以
降
、
新
た

一



な
報
告
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「
政
府
答
弁
書
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
か
ら
、
特
に
新
政
権

が
発
足
し
て
か
ら
現
時
点
に
至
る
ま
で
、
「
潮
の
舞
」
の
消
息
に
つ
い
て
、
「
大
使
館
」
よ
り
外
務
本
省
に
報
告
の
公
電
は

届
け
ら
れ
て
い
る
か
。

四

過
去
の
答
弁
書
で
、
「
『
潮
の
舞
』
の
所
在
が
確
認
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
日
本
国
大
使
館
の
歴

代
公
館
長
、
会
計
担
当
者
、
現
地
職
員
等
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
こ
と
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
二
月
八
日

内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
六
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
等
で
繰
り
返
し
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い

る
。
右
に
つ
き
、
過
去
の
質
問
主
意
書
で
、
外
務
省
と
し
て
「
潮
の
舞
」
の
消
息
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
、
日
本
側
の
人

物
に
対
す
る
調
査
は
既
に
十
分
行
っ
て
お
り
、
今
後
更
な
る
聞
き
取
り
等
の
調
査
を
行
う
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
と

問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
現
時
点
で
は
、
日
本
側
の
関
係
者
に
対
す
る
更
な
る
調
査
を
行
う
考
え
は
な

い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
現
政
権
と
し
て
、
日
本
側
の
人
物
に
対
す
る
調
査
を
含
め
、
前
自
民
・
公
明
政
権
に

よ
る
「
潮
の
舞
」
の
消
息
に
関
す
る
調
査
は
十
分
か
つ
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
か
。

五

現
政
権
と
し
て
、
「
潮
の
舞
」
の
消
息
に
関
し
、
日
本
側
の
人
物
に
対
す
る
も
の
も
含
め
、
改
め
て
十
分
か
つ
徹
底
し
た

調
査
を
行
う
考
え
は
あ
る
か
。

二



六

前
自
民
・
公
明
政
権
で
は
、
「
潮
の
舞
」
の
消
息
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
外
務
省
自
ら
が
進
ん
で
国
民

に
説
明
し
、
謝
罪
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
潮
の
舞
」
が
国
民
の
税
金
で
購
入
さ
れ
た
以
上
、
そ
の
消
息
が
わ
か
ら
な

く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
同
省
と
し
て
一
度
国
民
に
対
し
て
き
ち
ん
と
説
明
し
、
謝
罪
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

現
政
権
と
し
て
、
右
を
行
う
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


